（様式６）                          

法第８条第２項の規定による意見書

令和　　年　　月　　日

　　沖縄県知事　殿  

氏名又は団体名及び団体にあってはその代表者の氏名

住所　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

  大規模小売店舗立地法第８条第２項の規定により、下記のとおり意見を提出します。

記

１　大規模小売店舗の名称及び所在地                                              

２　住所、氏名の縦覧について（該当箇所を○で囲んで下さい）

　

　　　・希望する　　　　　　　　・希望しない

３　意見

　　○意見書の記載及び提出については裏面をご覧下さい。

    ○意見の提出は、届出の公告の日から４ヵ月以内となっておりますので、期限につい　　　ては裏面の提出先にお問い合わせ下さい。

（備考）　この用紙の大きさは、日本工業規格Ａ４とすること。

（裏面）

意見書の記載及び提出について

１．意見書には住所・氏名又は団体名及び団体の代表者名について記入して下さい。

　　住所・氏名を記入されない場合には、受理できないことがありますのでご注意願います。

２．意見を述べる対象となる大規模小売店舗の名称は必ず記載して下さい。店舗名の記載がない場合は受理できないことがありますのでご注意願います。

３．意見書が提出できる期間は、意見の対象となる大規模小売店舗の届出が沖縄県公報に掲載された日から４ヵ月以内とされています。期限経過後は受理できませんのでご注意願います。（届出者による説明会は、県への届出後２ヵ月以内とされておりますので、説明会終了後２ヵ月以内を目安として下さい。詳細については下記５の提出先にお問い合わせ頂きますようお願いします。）

４．受理された意見書は、大規模小売店舗立地法第８条第３項の規定により、意見の概要について「沖縄県公報」に掲載された後、掲載の日から１ヵ月間縦覧されます。

　　ただし、記入者が住所・氏名の縦覧を希望しない場合は、意見のみを縦覧します。

５．意見書は下記の提出先あて郵送又は持参の方法でお願い致します。

　　〒９００－８５７０  沖縄県那覇市泉崎１丁目２番２号

    沖縄県　商工労働部　中小企業支援課

    （連絡先）ＴＥＬ：(０９８)８６６－２３４３  ＦＡＸ：(０９８)８６６－４６６１

６．大規模小売店舗立地法の規定に基づく届出書及び添付書類は、次の場所で届出の公告の日から４ヵ月間縦覧に供しております。（意見書の縦覧も同じ場所で行います。）

　　○沖縄県　商工労働部　中小企業支援課（本庁８階）

    ○当該大規模小売店舗の所在する市町村（市町村の協力が得られる場合）

７．意見を述べることができる範囲について

　　大規模小売店舗立地法で建物設置者に配慮を求めることができる事項は以下のとおりです（不明な点については上記５の提出先までお問い合わせ下さい）。

　①駐車需要の充足等交通に係る事項

　　（駐車場の必要台数の確保、駐車場の位置及び構造等、駐輪場の確保等、荷さばき施設の整備等、来客自動車の駐車場までの経路の設定等）

　②歩行者の通行の利便の確保等

　③廃棄物減量化及びリサイクルについての配慮

　④防災・防犯対策への協力

　⑤騒音の発生に係る事項

　　（騒音問題に対応するための対応策について、騒音の予測・評価について）

　⑥廃棄物に係る事項等

　　（廃棄物等の保管について、廃棄物等の処理について、その他設置者として廃棄物等に関連する対応方策について）

　⑦街並みづくり等への配慮等

